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(57)【要約】
【課題】内蔵半導体装置に付された捺印を容易に判別す
ることができ、捺印情報を得ることが可能な半導体装置
を提供する。
【解決方法】
　第１中継基板１０の上面に搭載された第１半導体チッ
プ１２と、第１中継基板１０の上面に設けられ、第１半
導体チップ１２を封止する第１樹脂部１４と、第１樹脂
部１４の上面に設けられ、第１中継基板１０に電気的に
接続する内蔵半導体装置３０と、第１中継基板１０の上
面に設けられ、第１樹脂部１４と内蔵半導体装置３０と
を封止する第２樹脂部３４と、内蔵半導体装置３０に設
けられ、内蔵半導体装置３０を識別するための情報を示
す第１捺印部５０と、第２樹脂部３４に設けられ、半導
体装置１００及び第１半導体チップ１２のいずれか一方
を識別するための情報を示す第２捺印部５２と、を具備
し、第１捺印部５０と第２捺印部５２とは、第２樹脂部
３４の上方からみて重なりを有さないように配置されて
いる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１中継基板の上面に搭載された第１半導体チップと、
　前記第１中継基板の上面に設けられ、前記第１半導体チップを封止する第１樹脂部と、
　前記第１樹脂部の上面に設けられ、前記第１中継基板に電気的に接続する内蔵半導体装
置と、
　前記第１中継基板の上面に設けられ、前記第１樹脂部と前記内蔵半導体装置とを封止す
る第２樹脂部と、
　前記内蔵半導体装置に設けられ、前記内蔵半導体装置を識別するための情報を示す第１
捺印部と、
　前記第２樹脂部に設けられ、半導体装置及び前記第１半導体チップのいずれか一方を識
別するための情報を示す第２捺印部と、を具備し、
　前記第１捺印部と前記第２捺印部とは、前記第２樹脂部の上方からみて重ならないよう
に配置されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記第１樹脂部に設けられ、前記第１半導体チップを識別するための情報を示す第３捺
印部を具備し、
　前記第３捺印部は、前記第２樹脂部の上方から見て、前記第１捺印部と前記第２捺印部
とに重ならないように配置されていることを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記第１捺印部は、インク捺印により形成されていることを特徴とする請求項１または
２記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第３捺印部は、インク捺印により形成されていることを特徴とする請求項２記載の
半導体装置。
【請求項５】
　前記インク捺印は、金属粉末を含有するインクを用いていることを特徴とする請求項３
または４記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記内蔵半導体装置は、第２中継基板の上面に搭載された第２半導体チップと、前記第
２中継基板の上面に設けられ、前記第２半導体チップを封止する第３樹脂部と、からなり
、
　前記内蔵半導体装置は、前記第３樹脂部が前記第１樹脂部に接合することで、前記第１
樹脂部の上面に設けられていて、前記第１捺印部は、前記第２半導体チップが搭載された
面と反対側の前記第２中継基板の面に設けられていることを特徴とする請求項１から５の
いずれか一項記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記内蔵半導体装置は、第２中継基板の上面に搭載された第２半導体チップと、前記第
２中継基板の上面に設けられ、前記第２半導体チップを封止する第３樹脂部と、からなり
、
　前記内蔵半導体装置は、前記第２中継基板が前記第１樹脂部に接合することで、前記第
１樹脂部の上面に設けられていて、前記第１捺印部は、前記第３樹脂部の上面に設けられ
ていることを特徴とする請求項１から５のいずれか一項記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記第１中継基板に凹部が設けられていて、前記第１半導体チップは、前記凹部に搭載
されていることを特徴とする請求項１から７のいずれか一項記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関し、特に、半導体チップと内蔵半導体装置とを積層した半導
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体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の高密度実装化を目的としたパッケージ形態の１つとして、複数の半導体チ
ップを積層して搭載したマルチ・チップ・パッケージ（以下、ＭＣＰ）と呼ばれる技術が
ある。このＭＣＰは、携帯電話やデジタルスチルカメラなど、小型の携帯型電子機器にお
いて広く使用されている。
【０００３】
　ＭＣＰの歩留まりは、内蔵している半導体チップの歩留まりに大きく依存する。このた
め、歩留まりが特に低い半導体チップを使用する場合や内蔵する半導体チップの数が多い
場合等は、ＭＣＰの製造歩留まりが顕著に低下するという課題が生じている。
【０００４】
　この課題を解決するために開発された技術が、半導体チップの代わりに、半導体チップ
を搭載した半導体装置を内蔵（以下、内蔵半導体装置）させる技術である。
【０００５】
　内蔵半導体装置は、予め良否確認の試験を行うことが可能であり、内蔵半導体装置を積
層させる際に、良品の内蔵半導体装置を選別して積層することができるため、半導体装置
全体の製造歩留まりの向上を図ることができる。
【０００６】
　また、一般的に半導体装置には、市場や製造現場において何らかの不具合が発生した場
合のトレース（製造履歴の追跡調査）を容易にするため、製造者（会社）名、ロット番号
、製造場所、製造日等の情報を示す捺印が付されている。
【０００７】
　例えば、特許文献１には、モールド材の内部に実装した内蔵電子部品に付された捺印を
外部から認識する技術について開示されている。例えば、特許文献２には、半導体チップ
を樹脂封止したパッケージにおいて、半導体チップとパッケージとの両方に捺印を付すこ
とが開示されている。
【特許文献１】特開２００５－１２３２４６号公報
【特許文献２】特開平１１－８３２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　半導体チップと内蔵半導体装置とを積層してパッケージングした半導体装置において、
前述した捺印は、内蔵半導体装置と半導体装置との両方に付される。このため、内蔵半導
体装置に付された捺印と半導体装置に付された捺印とが、半導体装置の上方から見て重な
っている場合は、内蔵半導体装置に付された捺印を判別することが難しくなり、捺印情報
を得ることができないという課題が生じている。
【０００９】
　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、内蔵半導体装置に付された捺印を容易
に判別することができ、捺印情報を得ることが可能な半導体装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、第１中継基板の上面に搭載された第１半導体チップと、前記第１中継基板の
上面に設けられ、前記第１半導体チップを封止する第１樹脂部と、前記第１樹脂部の上面
に設けられ、前記第１中継基板に電気的に接続する内蔵半導体装置と、前記第１中継基板
の上面に設けられ、前記第１樹脂部と前記内蔵半導体装置とを封止する第２樹脂部と、前
記内蔵半導体装置に設けられ、前記内蔵半導体装置を識別するための情報を示す第１捺印
部と、前記第２樹脂部に設けられ、半導体装置及び前記第１半導体チップのいずれか一方
を識別するための情報を示す第２捺印部と、を具備し、前記第１捺印部と前記第２捺印部
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とは、前記第２樹脂部の上方から見て重ならないように配置されていることを特徴とする
半導体装置である。本発明によれば、内蔵半導体装置に設けられた第１捺印部を容易に判
別することができ、第１捺印部の捺印情報を得ることができる。
【００１１】
　上記構成において、前記第１樹脂部に設けられ、前記第１半導体チップを識別するため
の情報を示す第３捺印部を具備し、前記第３捺印部は、前記第２樹脂部の上方から見て、
前記第１捺印部と前記第２捺印部とに重ならないように配置されている構成とすることが
できる。この構成によれば、第１樹脂部に設けられた第３捺印部を容易に判別することが
でき、第３捺印部の捺印情報を得ることができる。
【００１２】
　上記構成において、前記第１捺印部は、インク捺印により形成されている構成とするこ
とができる。この構成によれば、第１捺印部の捺印文字を鮮明にすることができる。
【００１３】
　上記構成において、前記第３捺印部は、インク捺印により形成されている構成とするこ
とができる。この構成によれば、第３捺印部の捺印文字を鮮明にすることができる。
【００１４】
　上記構成において、前記インク捺印は、金属粉末を含有するインクを用いている構成と
することができる。この構成によれば、Ｘ線により捺印情報を得ることができる。
【００１５】
　上記構成において、前記内蔵半導体装置は、第２中継基板の上面に搭載された第２半導
体チップと、前記第２中継基板の上面に設けられ、前記第２半導体チップを封止する第３
樹脂部と、からなり、前記内蔵半導体装置は、前記第３樹脂部が前記第１樹脂部に接合す
ることで、前記第１樹脂部の上面に設けられていて、前記第１捺印部は、前記第２半導体
チップが搭載された面と反対側の前記第２中継基板の面に設けられている構成とすること
ができる。
【００１６】
　上記構成において、前記内蔵半導体装置は、第２中継基板の上面に搭載された第２半導
体チップと、前記第２中継基板の上面に設けられ、前記第２半導体チップを封止する第３
樹脂部と、からなり、前記内蔵半導体装置は、前記第２中継基板が前記第１樹脂部に接合
することで、前記第１樹脂部の上面に設けられていて、前記第１捺印部は、前記第３樹脂
部の上面に設けられている構成とすることができる。
【００１７】
　上記構成において、前記第１中継基板に凹部が設けられていて、前記第１半導体チップ
は、前記凹部に搭載されている構成とすることができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、内蔵半導体装置に設けられた第１捺印部を容易に判別することができ
、第１捺印部の捺印情報を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　まず初めに、課題を明確にするため、図１の模式的断面図を用いて、比較例１に係る半
導体装置について説明する。図１を参照に、比較例１に係る半導体装置１００は、第１半
導体チップ１２と内蔵半導体装置３０とが積層してパッケージングされた構造をしている
。
【００２０】
　第１半導体チップ１２は、第１中継基板１０の上面に、接着剤１６を介して搭載されて
いる。第１中継基板１０は、例えばガラスエポキシ等の絶縁体からなり、厚さは例えば約
２００μｍである。第１半導体チップ１２の上面には回路が形成されており、第１半導体
チップ１２と第１中継基板１０のランド電極１７とは、ボンディングワイヤ１８により電
気的に接続されている。第１中継基板１０の上面には、第１半導体チップ１２を封止する
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第１樹脂部１４が形成されている。第１樹脂部１４は、例えば熱硬化性エポキシ樹脂から
なる。
【００２１】
　内蔵半導体装置３０は、第２中継基板２０と第２半導体チップ２２と第３樹脂部２４と
を有している。第２中継基板２０は、例えばガラスエポキシ等の絶縁体からなる。第２半
導体チップ２２は、第２中継基板２０の上面に接着剤２６を介して搭載されている。第２
半導体チップ２２の上面には回路が形成されており、第２半導体チップ２２と第２中継基
板２０のランド電極２７とは、ボンディングワイヤ２８により電気的に接続されている。
第２中継基板２０の上面には、第２半導体チップ２２を封止する第３樹脂部２４が形成さ
れている。第３樹脂部２４は、例えば熱硬化性エポキシ樹脂からなる。
【００２２】
　内蔵半導体装置３０は、第３樹脂部２４と第１樹脂部１４とが、接着剤３２を介して接
合することで、第１樹脂部１４の上面に設けられている。したがって、図１において、前
述した第２中継基板２０の上面と第２半導体チップ２２の上面とは、第１樹脂部１４側を
向いた面のことを指す。第２中継基板２０の下面（第２半導体チップ２２が搭載された面
と反対側の面）には、パッド電極３６を含む配線が設けられていて、ランド電極２７とパ
ッド電極３６とは、貫通接続部（不図示）により電気的に接続している。内蔵半導体装置
３０は、第２中継基板２０下面のパッド電極３６と第１中継基板１０上面のランド電極１
７とを、ボンディングワイヤ３８で接続することで、第１中継基板１０に電気的に接続さ
れている。
【００２３】
　第１中継基板１０の上面には、第１樹脂部１４と内蔵半導体装置３０とを封止する第２
樹脂部３４が設けられている。第２樹脂部３４は、例えば熱硬化性エポキシ樹脂からなる
。
【００２４】
　第１中継基板１０の下面（第１半導体チップ１２が搭載された面と反対側の面）には、
パッド電極４６が設けられている。パッド電極４６は、貫通接続部４４を介してランド電
極１７に電気的に接続されている。パッド電極４６には半田ボール４２が設けられている
。
【００２５】
　内蔵半導体装置３０の、第１樹脂部１４に対して反対側に相当する面に、内蔵半導体装
置３０を識別するための情報、例えば、製造社（会社）名、ロット番号、製造場所、製造
日等が捺印されている。内蔵半導体装置３０に付された捺印を第１捺印部５０とする。よ
って、比較例１において、第２中継基板２０の下面（第２半導体チップ２２が搭載された
面と反対側の面）に、第１捺印部５０が設けられている。また、第２樹脂部３４の上面に
は、例えば、半導体装置１００を識別するための情報（製造社（会社）名、ロット番号、
製造場所、製造日等）が捺印されている。第２樹脂部３４の上面に付された捺印を第２捺
印部５２とする。第１捺印部５０と第２捺印部５２とは、第２樹脂部３４の上方からみて
重なって配置されている。
【００２６】
　内蔵半導体装置３０は第２樹脂部３４で封止されているため、第１捺印部５０を直接視
認することはできない。そのため、例えば超音波探傷装置を用いて、第１捺印部５０の捺
印情報の確認を行う。しかしながら、比較例１の半導体装置１００のように、第１捺印部
５０と第２捺印部５２とが、第２樹脂部３４の上方からみて重なって配置されている場合
は、第１捺印部５０の捺印文字が、第２捺印部５２の捺印文字と重なるため、第１捺印部
５０の判別が難しくなり、結果として、第１捺印部５０の捺印情報の確認を行うことがで
きない。
【００２７】
　図２は、比較例２に係る半導体装置の模式的断面図である。図２を参照に、内蔵半導体
装置３０は、第２中継基板２０下面のパッド電極３６と第１中継基板１０上面のランド電
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極１７とを、半田端子４８で接続することで、第１中継基板１０に電気的に接続している
。したがって、比較例２においては、第２中継基板２０の上面と第２半導体チップ２２の
上面とは、第１樹脂部１４に対して反対側を向いた面を指す。第１樹脂部１４は、第１半
導体チップ１２と半田端子４８とを封止している。その他の構成については、比較例１と
同じであり、図１に示しているので説明を省略する。
【００２８】
　図２のような、比較例２の半導体装置１００においても、第１捺印部５０と第２捺印部
５２とは、第２樹脂部３４の上方からみて重なって配置されている。したがって、第１捺
印部５０の判別が難しくなり、第１捺印部５０の捺印情報の確認を行うことができない。
【００２９】
　図３は、比較例３に係る半導体装置の模式的断面図である。図３を参照に、第１中継基
板１０に、凹部４０が設けられている。凹部４０の深さは、例えば第１中継基板１０の厚
さの１／２以上である場合が好ましい。凹部４０の面積は第１半導体チップ１２の面積よ
りやや大きく、第１半導体チップ１２は、凹部４０に搭載されている。その他の構成につ
いては、比較例２と同じであり、図２に示しているので説明を省略する。
【００３０】
　図３のような、比較例３の半導体装置１００においても、第１捺印部５０と第２捺印部
５２とは、第２樹脂部３４の上方からみて重なって配置されている。したがって、第１捺
印部５０の判別が難しくなり、第１捺印部５０の捺印情報を確認することができない。
【００３１】
　そこで、上記課題の解決を図り、内蔵半導体装置３０に付された第１捺印部５０を容易
に判別することができ、第１捺印部５０の捺印情報を確認することが可能な実施例を以下
に示す。
【実施例１】
【００３２】
　図４（ａ）は、実施例１に係る半導体装置の模式的断面図であり、図４（ｂ）は、模式
的上面図である。図４（ａ）及び図４（ｂ）を参照に、内蔵半導体装置３０に付された第
１捺印部５０と、第２樹脂部３４の上面に付された第２捺印部５２とが、第２樹脂部３４
の上方からみて重ならないように配置されている。第１捺印部５０は、内臓半導体装置３
０を識別するための情報を示し、第２捺印部５２は、例えば半導体装置１００を識別する
ための情報を示す。その他の構成については、比較例１と同じであり、図１に示している
ので説明を省略する。
【００３３】
　次に、図５（ａ）から図５（ｃ）の模式的断面図を用いて、実施例１に係る半導体装置
の製造方法を説明する。図５（ａ）を参照に、接着剤１６を用い、第１中継基板１０の上
面に第１半導体チップ１２を搭載する。この状態で、第１中継基板１０の上面に形成され
た第１半導体チップ１２の良否確認の試験を行う。その後、良品と確認された第１半導体
チップ１２とランド電極１７とをボンディングワイヤ１８を用いて接続する。更に、樹脂
封止を行い、第１中継基板１０の上面に、第１樹脂部１４を形成する。
【００３４】
　図５（ｂ）を参照に、接着剤３２を用いて、第１樹脂部１４の上面に内蔵半導体装置３
０を搭載する。ここで、内蔵半導体装置３０は、事前に良否確認の試験を実施しており、
良品と確認された内蔵半導体装置３０を搭載する。また、搭載する内蔵半導体装置３０の
第２中継基板２０の下面には、予め第１捺印部５０が形成されている。第１捺印部５０は
、例えば、Ａｕ（金）、Ａｇ（銀）、Ｃｕ（銅）等の金属粉末をインクの中に含有させ、
この金属粉末を含有したインクを、第２中継基板２０の下面に印刷することで形成するこ
とができる。
【００３５】
　図５（ｃ）を参照に、第１中継基板１０の上面に、第１樹脂部１４と内蔵半導体装置３
０とを封止する第２樹脂部３４を形成する。第２樹脂部３４の上面に、第２捺印部５２を
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形成する。第２捺印部５２の形成方法は、例えば、第１捺印部５０と同じ方法を用いるこ
とができる。その後、第１中継基板１０のパッド電極４６に半田ボール４２を形成して、
実施例１に係る半導体装置が完成する。
【００３６】
　実施例１に係る半導体装置１００は、図４（ａ）および図４（ｂ）のように、第１中継
基板１０の上面に搭載され、第１樹脂部１４により封止された第１半導体チップ１２と、
第１樹脂部１４の上面に搭載された内蔵半導体装置３０と、第１樹脂部１４及び内蔵半導
体装置３０を封止する第２樹脂部３４と、を有している。内蔵半導体装置３０の第１樹脂
部１４に対して反対側の面に、内蔵半導体装置３０を識別するための情報を示す第１捺印
部５０が形成されている。第２樹脂部３４の上面には、半導体装置１００を識別するため
の情報を示す第２捺印部５２が形成されている。そして、第１捺印部５０と第２捺印部５
２とは、第２樹脂部３４の上方からみて重ならないように配置されている。
【００３７】
　内蔵半導体装置３０は、第２樹脂部３４で封止されているため、第１捺印部５０を直接
視認することはできない。そこで、超音波探傷装置等を用いて、第１捺印部５０の捺印情
報の確認を行う。この際、比較例１の図１のように、第１捺印部５０と第２捺印部５２と
が重なって配置されている場合は、第１捺印部５０を判別することができない。しかしな
がら、実施例１によれば、図４（ａ）および図４（ｂ）のように、第１捺印部５０と第２
捺印部５２とは重ならないように配置されているため、第１捺印部５０を容易に判別する
ことができ、第１捺印部５０の捺印情報の確認を行うことができる。よって、実施例１に
よれば、内蔵半導体装置３０と半導体装置１００とについての識別情報を得ることができ
る。
【００３８】
　図４（ａ）のように、内蔵半導体装置３０は、第２中継基板２０と、第２中継基板２０
の上面に搭載された第２半導体チップ２２と、第２中継基板２０の上面に設けられ、第２
半導体チップ２２を封止する第３樹脂部２４と、を有する。内蔵半導体装置３０の第１捺
印部５０は、第２中継基板２０の下面（第２半導体チップ２２が搭載された面と反対側の
面）に形成されている。図５（ｂ）で説明したように、第１捺印部５０の捺印情報（捺印
文字）は、インク捺印により形成されている。
【００３９】
　このように、第１捺印部５０の捺印情報（捺印文字）が、インク捺印により形成される
ことで、捺印文字を鮮明にすることができる。したがって、超音波探傷装置等を用いて行
う、第１捺印部５０の捺印情報の確認を容易に行うことができる。また、第１捺印部５０
は、第２中継基板２０に付されている。捺印方法としては、インク捺印の他に、例えばレ
ーザー捺印もあるが、レーザー捺印は、第２中継基板２０を彫りこむため、捺印が困難で
ある。したがって、実施例１のように、第２中継基板２０に第１捺印部５０を形成する場
合は、インク捺印を用いることで、容易に第１捺印部５０を形成することができる。
【００４０】
　また、インク捺印に用いるインクは、例えばＡｕ、Ａｇ、Ｃｕ等の金属粉末を含有して
いる。このように、金属粉末を含有したインクを用いることで、第１捺印部５０の捺印情
報の確認を、Ｘ線装置を用いて行うことが可能となる。つまり、インクに金属粉末を含有
させることで、Ｘ線を吸収するようになるため、Ｘ線を透過する箇所と透過しない箇所と
を識別することで、第１捺印部５０の捺印情報の確認を行える。よって、インクに含有さ
せる金属粉末は、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕに限らず、Ｘ線の透過率の高い材料であれば、その他
の材料を用いてもよい。さらに、金属粉末は、第１捺印部５０の捺印文字の線幅より小さ
い文字を描画できる材料であることが望ましい。
【００４１】
　図１で説明したように、第２中継基板２０の下面には配線が形成されている。したがっ
て、金属粉末を含有したインクを用いる場合は、配線とインクとが導通しないように、配
線を覆うように形成されているソルダーレジストに、第１捺印部５０を形成することが望
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ましい。
【００４２】
　図４（ａ）のように、第２捺印部５２は、第２樹脂部３４の上面に形成される。つまり
、第２捺印部５２は直接視認することができる。このため、金属粉末を含有しないインク
を用いた場合でも、第２捺印部５２の捺印情報の確認は容易に行える。また、第２捺印部
５２は、第２樹脂部３４の上面に形成されるため、レーザー捺印を用いた場合でも、第２
捺印部５２を容易に形成することができる。したがって、第２捺印部５２の形成方法は、
一般的に用いられている種々多様な方法を用いることができる。
【００４３】
　実施例１において、第２捺印部５２は、半導体装置１００を識別するための情報を示す
場合を例に示したが、第１半導体チップ１２を識別するための情報を示す場合でもよい。
【実施例２】
【００４４】
　図６（ａ）は、実施例２に係る半導体装置の模式的断面図であり、図６（ｂ）は、模式
的上面図である。図６（ａ）及び図６（ｂ）を参照に、内蔵半導体装置３０に付された第
１捺印部５０と、第２樹脂部３４の上面に付された第２捺印部５２とが、第２樹脂部３４
の上方からみて重ならないように配置されている。その他の構成については、比較例２と
同じであり、図２に示しているので説明を省略する。
【００４５】
　次に、図７（ａ）から図７（ｃ）の模式的断面図を用いて、実施例２に係る半導体装置
の製造方法を説明する。図７（ａ）を参照に、接着剤１６を用い、第１中継基板１０の上
面に第１半導体チップ１２を搭載する。この状態で、第１半導体チップ１２の良否確認の
試験を行う。その後、良品と確認された第１半導体チップ１２とランド電極１７とをボン
ディングワイヤ１８を用いて接続する。
【００４６】
　図７（ｂ）を参照に、第１中継基板１０の上面に形成した半田端子４８を用いて、内蔵
半導体装置３０を搭載する。内蔵半導体装置３０は、第１半導体チップ１２の上方に配置
される。ここで、内蔵半導体装置３０は、事前に良否確認の試験を実施しており、良品と
確認された内蔵半導体装置３０を搭載する。また、搭載する内蔵半導体装置３０の第３樹
脂部２４の上面には、予め第１捺印部５０が形成されている。第１捺印部５０の形成方法
は、例えば金、銀、銅等の金属粉末をインクの中に含有させ、この金属粉末を含有したイ
ンクを、第３樹脂部２４の上面に印刷することで形成することができる。
【００４７】
　図７（ｃ）を参照に、内蔵半導体装置３０と第１半導体チップ１２との間に、アンダー
フィル材を充填する。これにより、第１半導体チップ１２と半田端子４８とを封止する第
１樹脂部１４が形成される。第１中継基板１０の上面に、第１樹脂部１４と内蔵半導体装
置３０とを封止する第２樹脂部３４を形成する。第２樹脂部３４の上面に、例えば第１捺
印部５０の形成方法と同じ方法を用いて、第２捺印部５２を形成する。その後、第１中継
基板１０のパッド電極４６に半田ボール４２を形成して、実施例２に係る半導体装置が完
成する。
【００４８】
　実施例２によれば、図６（ａ）および図６（ｂ）のように、第１捺印部５０と第２捺印
部５２とは、第２樹脂部３４の上方からみて重ならないように配置されている。したがっ
て、実施例２においても、実施例１と同じように、第１捺印部５０を容易に判別すること
ができ、第１捺印部５０の捺印情報の確認を行うことができる。
【００４９】
　図６（ａ）のように、内蔵半導体装置３０は、第２中継基板２０と、第２中継基板２０
の上面に搭載された第２半導体チップ２２と、第２中継基板２０の上面に設けられ、第２
半導体チップ２２を封止する第３樹脂部２４と、を有する。内蔵半導体装置３０の第１捺
印部５０は、第３樹脂部２４の上面に形成されている。
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【００５０】
　実施例１では、第１捺印部５０は、第２中継基板２０の下面に形成するため、レーザー
捺印を用いた方法では、捺印が困難であった。しかしながら、実施例２では、第１捺印部
５０は、第３樹脂部２４の上面に形成するため、レーザー捺印を用いた方法でも、捺印を
容易に行うことができる。したがって、実施例２では、インク捺印に加え、レーザー捺印
を用いることもできる。
【００５１】
　また、実施例１と同じように、インク捺印を用いることで、捺印文字が鮮明となるため
、第１捺印部５０の捺印情報の確認を容易に行うことができ、インクに金属粉末を含有さ
せることで、Ｘ線装置による第１捺印部５０の捺印情報の確認を行うことができる。
【実施例３】
【００５２】
　図８（ａ）は、実施例３に係る半導体装置の模式的断面図であり、図８（ｂ）は、模式
的上面図である。図８（ａ）及び図８（ｂ）を参照に、内蔵半導体装置３０に付された第
１捺印部５０と、第２樹脂部３４の上面に付された第２捺印部５２とが、第２樹脂部３４
の上方からみて重ならないように配置されている。その他の構成については、比較例３と
同じであり、図３に示しているので説明を省略する。
【００５３】
　実施例３に係る半導体装置の製造方法は、凹部４０を有する第１中継基板１０を用い、
第１半導体チップ１２を凹部４０に搭載すること以外は、実施例２と同じであり、図７（
ａ）から図７（ｃ）に示しているので説明を省略する。
【００５４】
　実施例３によれば、図８（ａ）および図８（ｂ）のように、第１捺印部５０と第２捺印
部５２とは、第２樹脂部３４の上方からみて重ならないように配置されている。したがっ
て、実施例３においても、実施例１と同じように、第１捺印部５０を容易に判別すること
ができ、第１捺印部５０の捺印情報の確認を行うことができる。
【００５５】
　また、第１捺印部５０は、第３樹脂部２４の上面に形成するため、実施例２と同じよう
に、第１捺印部５０の形成方法は、インク捺印に加え、レーザー捺印を用いることができ
る。インク捺印を用いた場合は、実施例１と同じように、捺印文字を鮮明にでき、第１捺
印部５０の捺印情報の確認が容易に行え、インクに金属粉末を含有させることで、捺印情
報の確認にＸ線装置を用いることができる。
【００５６】
　図８（ａ）のように、第１半導体チップ１２を、第１中継基板１０に設けられた凹部４
０に搭載することで、半導体装置１００の低背化を図ることができる。
【実施例４】
【００５７】
　図９（ａ）は、実施例４に係る半導体装置の模式的断面図であり、図９（ｂ）は、模式
的上面図である。図９（ａ）および図９（ｂ）を参照に、第１樹脂部１４の上面に、例え
ば第１半導体チップ１２を識別するための情報（製造社（会社）名、ロット番号、製造場
所、製造日等）が捺印されている。第１樹脂部１４の上面に付された捺印を第３捺印部５
４とする。第３捺印部５４は、第２樹脂部３４の上方からみて、第１捺印部５０と第２捺
印部５２とに重ならないように配置されている。その他の構成については、実施例１と同
じであり、図４（ａ）および図４（ｂ）に示しているので説明を省略する。
【００５８】
　実施例４に係る半導体装置の製造方法は、第３捺印部５４を形成する工程以外は、実施
例１と同じであり、図５（ａ）から図５（ｃ）に示しているので説明を省略する。第３捺
印部５４は、図５（ａ）で説明した、第１中継基板１０の上面に、第１半導体チップ１２
を封止する第１樹脂部１４を形成した後、第１樹脂部１４の上面に形成する。第３捺印部
５４の形成方法は、例えば金属粉末を含有するインクを用いたインク捺印やレーザー捺印
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を使用することができる。
【００５９】
　実施例４によれば、図９（ａ）および図９（ｂ）のように、第３捺印部５４は、第２樹
脂部３４の上方からみて、第１捺印部５０と第２捺印部５２とに重ならないように配置さ
れている。このため、例えば超音波探傷装置を用いて、第３捺印部５４の捺印情報の確認
を行った場合でも、第１捺印部５０と第２捺印部５２との影響を受けることがなく、第３
捺印部５４を容易に判別することができる。したがって、第３捺印部５４の捺印情報の確
認を行うことができる。よって、実施例４によれば、例えば、第１半導体チップ１２と、
内蔵半導体装置３０と、半導体装置１００とのそれぞれについて、識別情報を得ることが
可能となる。
【００６０】
　第３捺印部５４についても、インク捺印を用いることで、捺印文字が鮮明となるため、
第３捺印部５４の捺印情報の確認を容易に行うことができ、金属粉末を含有するインクを
用いることで、Ｘ線装置により第３捺印部５４の捺印情報の確認を行うことができる。
【００６１】
　実施例１から４において、第１半導体チップ１２は、第１中継基板１０にフェースアッ
プで実装されている場合を例に示したが、第１半導体チップ１２は、フェースダウン実装
されている場合でもよい。また、実施例２および３において、接続端子として半田端子４
８を用いる場合を例に示したが、第１中継基板１０と内蔵半導体装置３０とを接続する端
子であればよい。例えばＡｕバンプでもよい。
【００６２】
　以上、本発明の好ましい実施例について詳述したが、本発明は係る特定の実施例に限定
されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々
の変形・変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】図１は比較例１に係る半導体装置の模式的断面図である。
【図２】図２は比較例２に係る半導体装置の模式的断面図である。
【図３】図３は比較例３に係る半導体装置の模式的断面図である。
【図４】図４（ａ）は実施例１に係る半導体装置の模式的断面図であり、図４（ｂ）は模
式的上面図である。
【図５】図５（ａ）から図５（ｃ）は実施例１に係る半導体装置の製造方法を示す模式的
断面図である。
【図６】図６（ａ）は実施例２に係る半導体装置の模式的断面図であり、図６（ｂ）は模
式的上面図である。
【図７】図７（ａ）から図７（ｃ）は実施例２に係る半導体装置の製造方法を示す模式的
断面図である。
【図８】図８（ａ）は実施例３に係る半導体装置の模式的断面図であり、図８（ｂ）は模
式的上面図である。
【図９】図９（ａ）は実施例４に係る半導体装置の模式的断面図であり、図９（ｂ）は模
式的上面図である。
【符号の説明】
【００６４】
　１０　第１中継基板
　１２　第１半導体チップ
　１４　第１樹脂部
　１６　接着剤
　１７　ランド電極
　１８　ボンディングワイヤ
　２０　第２中継基板
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　２２　第２半導体チップ
　２４　第３樹脂部
　２６　接着剤
　２７　ランド電極
　２８　ボンディングワイヤ
　３０　内蔵半導体装置
　３２　接着剤
　３４　第２樹脂部
　３６　パッド電極
　３８　ボンディングワイヤ
　４０　凹部
　４２　半田ボール
　４４　貫通接続部
　４６　パッド電極
　４８　半田端子
　５０　第１捺印部
　５２　第２捺印部
　５４　第３捺印部
　１００　半導体装置

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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